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第30 回消防展

◦ とき　3 月 4 日㈯・5 日㈰
10:00 〜 17:00

◦ ところ　おのだサンパーク

◦内容
◦屋内展示・催しコーナー
　火災予防作品・幼年消防クラ

ブ員の絵画の展示，火災予防
作品表彰式，老朽消火器の回
収（有料） ほか

◦体験コーナー
　はしご車乗車体験，水消火器体

験，消防車・救急車の展示 ほか
※体験コーナーの開催時間は 3

月5日㈰10:00〜15:00です。

◦問い合せ先
小野田消防署（☎ 83-2702）

サポート寄附（ふるさと納税）
返礼品事業の参加事業者募集

　本市では，山陽小野田市サポー
ト寄附（ふるさと納税）事業の促
進や市内産業の活性化を図るた
め，昨年 6 月から寄附者へ返礼
品として地元特産品等をお送り

自衛官採用試験

■予備自衛官補
◦試験日　4 月 14 日㈮〜 18 日

㈫の間のいずれか 1 日
◦受付期限　4 月 7 日㈮（必着）
■幹部候補生
◦第１次試験日

5 月 13 日㈯・14 日㈰
◦受付期間
　3月1日㈬〜5月5日㈷（必着）
※詳しくはお問い合せください。
◦問い合せ先

自衛隊山口地方協力本部宇部
地域事務所（☎ 31-4355）

3 月 12 日㈰から改正道路交通法が施行されます

■高齢運転者対策の推進
高齢者ドライバーの認知機能低下を原因とする交通事故を防止する
ため，検査講習制度が新設されます。認知症と診断された場合や検査・
講習を理由なく受けなかった場合，運転免許取り消しの対象となり
ます。

◦臨時認知機能検査・臨時高齢者講習
◦ 75 歳以上の運転者が，認知機能が低下したときに起こしやすい交通

違反をした場合，臨時認知機能検査を受けなければならない
◦検査の結果，認知機能の低下が認められる場合，臨時高齢者講習を

受けなければならない
■ 18 歳から取得可能な準中型免許の新設

貨物自動車による交通死亡事故の削減と若年者の雇用促進のため新
たに「準中型自動車」が新設され，これに対応する免許として「準中型
免許」が新設されます。

◦主な内容
◦準中型免許は，車両総重量 7.5 トン未満（最大積載量 4.5 トン未満）

の自動車を運転できる（普通自動車も運転できる）
◦準中型免許は，18 歳から普通免許なしでも取得できる
◦初めて準中型免許を取得した人は，準中型自動車を運転するときに

は，1 年間初心者マークを付けなければならない
◦既に普通免許を保有している人は，引き続き車両総重量 5 トン未満

の自動車を運転できる
◦問い合せ先　県総合交通センター（☎ 083-973-2900）

病院局企業職員採用試験

■助産師（4 人）
　昭和 41 年 4 月 2 日以降に生

まれた人で，助産師免許を有
する人

◦試験日　受験者に別途通知

◦採用予定日　随時

◦受付期限　2 月 17 日㈮（必着）
※郵送で受験申込書を請求する

場合は，120 円切手を貼った
あて先明記の返信用封筒（A4
サイズ）を同封してください。
受験申込書は市ホームページ
からもダウンロードできます。

◦申込書配布場所
　病院局総務課，人事課

◦問い合せ・提出先
〒 756-0094　山陽小野田市
大字東高泊 1863 番地 1
病院局総務課（☎ 83-2355）

しています。平成 29 年度事業
を開始するにあたり，地元特産
品等を提供していただける事業
者を募集します。
◦対象　市内で製造，加工，採取，

栽培，販売等が行われている物
または地元サービスであって，
市の PR および地域経済の活性
化につながると認められるもの

◦応募資格
◦市内に本社または事業所を有す

る法人または個人であること
◦市税等に滞納がないこと
※詳しくは，募集要領または市

ホームページをご覧ください。
◦応募期限　2 月 28 日㈫
◦応募方法　提出先に備え付けの

応募用紙に記入し提出
※募集要領，応募用紙は市ホー

ムページからもダウンロード
できます。

◦問い合せ・提出先
企画課（☎ 82-1130）


